
　１．はじめに

　都市内の生活道路の現状は、歩行者や自転車、ベ

ビーカーや車いす、原動機付自転車や自動車等、多

様な交通手段と、これを利用する多様な利用者が限

られた交通空間内に混在している上に、交通規則が

遵守されずまた交通マナーも混乱しており、人々が

安全・安心・快適に通行できる状況とは言い難い。

たとえばもっとも基本的な歩道でさえ、二人が手を

つないで楽しく歩ける場合は限られ、緊急避難的と

言われた自転車の歩道利用もなかなか改善されるこ

ともなく、自転車が混在して安心して歩ける場所は

少ない。また車道では自転車や原動機付自転車の錯

綜などが道路運用上問題となっている。

　そして近年、より高いモビリティへの欲求や高齢

社会の到来、環境問題といった社会変化を背景に新

しい交通手段が普及しつつあり、私的短距離交通手

段の多様化が著しい。すなわち、電動アシスト自転

車や、電動三・四輪車、一人あるいは二人用超小型
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　都市内の生活道路には、歩行者や自転車、ベビーカーや車いす、原動機付自転車や自動

車等、多様な交通手段と多様な利用者が混在している。多様な交通手段・利用者が共存し

ていくためには交通モードの優先権を明確にしていくことが必要と考える。本研究の目的

は、意識調査をもとに、人々の交通モード共存意識を把握することである。まず道路通行

帯の利用区分に着目して、意識面から見た交通手段の近似性を分析し、自転車や電動三輪

車は、通行帯配置の難しい交通手段であることを明らかにした。次に、追い越しやすれ違

いに着目して、歩行系交通モードの交通優先順位を明らかにしている。
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電気自動車といった交通手段であり、車両寸法や、

重量、形状、スピードが従来の交通手段とは大きく

異なっている。今後、このような新しい私的短距離

交通手段の数が増大し、このままでは道路交通の混

乱がますますひどくなることが懸念される。したが

って、今後の都市内生活道路を考えるにあたっては、

一部の交通手段だけではなく、歩行者から自動車ま

での全交通手段を共存性という観点から包括的に捉

えることが必要と考える。ここで共存性＊１とは、さ

まざまな交通手段・利用者（以下、交通モード）が同

一交通空間内で共存していくための諸条件のあり方

という意味で用いるものとする。

　今後、身近な道路空間整備を考えていく際に重要

なことは以下の点であるということを、筆者はすで

に指摘してきた１）。

　第一に、利用者属性を加味して交通手段を考えて

いく必要がある。例えば自転車といっても、子ども

と成人と高齢者の自転車では挙動が異なるためであ

る。第二に、電動アシスト自転車や電動三・四輪車、

超小型電気自動車等これまで以上に多様化する交通

手段を整理し、先取りして交通計画として予防的措

置を講じる必要がある。第三に、限られた道路空間

内で多様化する交通手段・利用者を空間的に共存･分

離させる際には、その交通モードの優先順位が社会

規範として予め規定されること、そして共存空間内

では交通規則や交通マナーの設計・確立というソフ

トな側面も同時に取り扱うことが必要となることで

ある。例えば、自転車は歩行者に近い交通手段か自

動車に近い交通手段か、高齢者と電動車いすが対面

した時どちらがよけるべきか、という問題である。

　したがって、今後、道路空間を整備する際には、

多様な交通モードを類型化して、通行帯をどのよう

に配分していくか、さらに配分した通行帯の中で、

異種モードが共存するために、すれ違いや追い越し

などの交通規則やマナーを確立していくことが重要

な課題となる。すなわち今後の道路整備は、「交通モ

ードの諸元・安全性能・特性」、「道路空間配分とデ

ザイン」、「交通制度・規則・マナー」の三者＊２を連

動させ同時設計することが重要であり、このために

は交通モードの優先権を明確にしていくことが必要

と考える１） 。ここで先に示した共存性の定義に基づ

いて、以降では共存のための交通モードのあり方を

「交通モード共存性」、道路空間のあり方を「空間共

存性」、交通制度のあり方を「交通制度共存性」と

呼び、さらに意識面から見た交通手段の近似性を交

通手段の「心理的相性」と呼ぶことにする。

　本研究の目的は、意識調査をもとにして人々の交

通モードに関する共存意識を把握し、交通モードの

共存性を考えていくための基礎的な知見を得ること

である。具体的には以下二点である。

�道路通行帯の利用区分に着目して交通手段の心理

的相性を分析し、空間共存性に関する人々の意識

を把握する。

�追い越しやすれ違いに着目して歩道系交通モード

に関する人々の交通優先意識を把握する。

　２．既存研究

　交通手段の共存性を広く捉えれば、地区交通と言

われる分野ではさまざまな研究がなされてきた。歩

車共存道路あるいはコミュニティ道路に関しては多

くの研究２～４）がなされているし、道路空間配分と交

通運用に関しても、道路空間の占有率や危険意識、

自転車道の整備といったさまざまな観点からの研究

がある５～７）。また車いすや電動三輪車を含んだ混

合交通の挙動とサービス水準に関する研究も、歩行

者・自転車交通や高齢者・障害者交通の分野で近年

増加し、継続的に研究されている８，９）。一方、交通

教育や交通規則遵守実態に関する研究は多いが、交

通制度や規則・マナーのあり方まで踏み込んだ研究

としては、シルバーマークを提案した清水１０）、私

的短距離交通手段に関する肥田野ら１１）、自転車に

関する山川１２）、電動車いすに関する藤井１３）、自

動車のパッシングに関する喜多ら１４）の研究がある。

　これらの既存研究を、多様化する交通モードの共

存性という観点からみると、既存研究では限定され
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　＊１　自動車工学にはコンパティビリティ（ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）とい
う概念がある。これは「交通環境内で車が他と共存でき
る能力」と定義され、相手との関連において決まる。自
動車工学ではこれまで車対車の場合で考えられてきてお
り、歩行者等車以外の他交通手段とのコンパティビリテ
ィは考えられていない。しかし自動車関係者からは他交
通手段との間でコンパティビリティを考えることの重要
性が指摘され始めている。本研究で用いる「共存性」は、
すべての交通モード間で考えていること、また交通モー
ドの「他と共存できる能力」ではなく「共存していくた
めの諸条件のあり方（システムの能力）」としている点で、
従来のコンパティビリティより広い意味で用いている。

　＊２　ここで使用している用語は、次の意味である。交通モー
ドの諸元とは寸法、重量、性能速度であり、安全性能と
は車体の形状や材質又は安全機器の装備等であり、特性
とは交通モードのふらつきや避け易さ等のことである。
交通の制度とは免許制度や安全教育等であり、規則とは
法で定められている通行方法等の規則等であり、マナー
とは規則で定められてはいない社会の共通認識である。



た交通手段についての研究が多く、多様な交通モー

ドを包括的に対象とした研究はないといってよい。

また交通規則やマナーづくり等細部の交通制度的側

面はほとんど考慮されず、交通優先権という考え方

はこれまで明示的に取り扱われてこなかったと思わ

れる。

　筆者はこれまで、交通モードが多様化しているこ

とを指摘し、共存性という観点から道路交通上の課

題を論じるとともに１）、分析ツールの開発等具体

的な研究を進めてきた１５，１６）。また、交通空間が単

に通過機能だけでなくさまざまな文化的・意味的側

面を持つこと、特に交通ルールを学ぶことを通じて

社会ルールを学ぶ場であり、「交通路を社会への扉、

学習場、教育場」と位置づけることの重要性を強調

してきた１７，１８）。本研究は、共存性研究を進めるた

め、さらには交通路の文化的機能を再構築するため、

交通モードの相性や優先権に関する人々の現状意識

の把握を試みたものである１６）。

　３．アンケート調査の概要

　３－１　調査対象者と調査項目

　アンケート調査は、小学校を通じた託送調査法に

より、子育ての経験や子どもの交通安全を通じて交

通参加者としての意識が高いと思われる小学生父母

を対象に実施し、２０４票を収集した。調査概要と主

な調査項目をTable 1に示す。なお、アンケート票

ではさまざまな交通モードに関して質問をしている

が、日常的に見聞することの少ない電動三輪車や一

人乗り用超小型自動車に関しては、写真入の図を付

した説明文を添付している＊３。

　３－２　サンプル特性

　まず、小学生父母２０４人の基本的な個人属性につ

いて述べる。男性は３７．２％、女性は６２．８％、年齢で

は３０代は４７．８％、４０代は４１．２％で、平均年齢は３８．９

歳である。職業別では、会社員２８．４％、公務員１７．６％、

自営業５．４％、専業主婦・家事手伝い２７．５％、パート

主婦１７．６％、自由業・無職・その他３．５％である。

　次に、人々の空間共存意識や交通優先意識に影響

を与えると考えられる交通手段の利用頻度、認知度、

危険意識、事故経験からサンプルの主要特性を述べ

る。

　まず、交通手段別（徒歩、杖をついて歩く、車い

すに乗る、車いすを押す、ベビーカーを押す、電動

三輪車、自転車、原動機付自転車、自動二輪、自動

車）の最近１年間の利用頻度（ほぼ毎日、週３、４日、

週１、２日、月１日、たまに時々、利用なし）を質

問した。杖をついて歩く、車いすに乗る、車いすを

押す、ベビーカーを押す、電動三輪車に関しては、

利用しない人がほとんどであるが、利用する人（利

用なしを除く）の割合が比較的高いのはベビーカー

を押すで１５％、自転車を利用する人の割合は高く

５６％、原動機付自転車と自動二輪を利用する人は少

なく合わせても７％弱である。自動車の利用割合は

９４％と高い。

　次に、交通モードに対する認知度・危険度を質問

Ｊｕｎｅ，２００３ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．２８，Ｎｏ．２ （　）５７

私的短距離交通手段の空間共存性と交通優先意識に関する基礎的研究 １２１

Table 1　調査の概要

託送調査法調 査 方 法

水戸市調 査 対 象 地

小学生父母
（小学生の子どもを持つ３０～４０代）調 査 対 象 者

平成１０年１２月～平成１１年１月調 査 期 間

配布数３３３票　回収数２３７票
有効票２０４票　有効回収率６１％配布・回収状況

・属性（性別、年齢、職業等）
・交通事故経験の有無
・交通手段の利用頻度
・交通モードに対する認知度、危険意識
・交通モードの優先度、優先順位
・交通モードの理想的な通行帯
　（２分割、３分割、４分割以上）
・歩道上でのすれ違い、追い越しの優先
順位
・自由意見

主要調査項目

Fig. 1　交通手段に対する認知度・危険意識（小学生父母）

　＊３　タケオカ自動車工芸のアビーキャロットを提示した。一
人乗り用超小型自動車であり、車両法上は第一種原動機
付自転車、道路交通法上は自動車である。全長２．１５ｍ、
全幅１．１４ｍ、全高１．２６ｍ、重量１４５ｋｇで時速６０ｋｍで走
行できる。

0 20 40 60 80 100（％） 

車いす 

電動三輪車 

自転車（成人） 

自転車（高齢者） 

自動車（成人） 

自動車（高齢者） 
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どんなものか知らない 



したが、このうち六つの交通モードに関してFig.1

に示す。この質問では、「見かけない・どんなものか

知らない」と回答した人は危険度を判断することは

困難な人であり、「見かけない・どんなものか知ら

ない」と回答しなかった人に対して危険度を判断し

てもらっている。車いすと電動三輪車について「ど

んなものか知らない」とする人はほとんどいなかっ

たが、「見かけない」は３割前後と多い。一人乗り

用超小型自動車に関しては、すべての人が「どんな

ものか知らない」と回答している。

　各交通手段に対する危険意識（大変危険、かなり

危険、少し危険の合計）は、車いすと電動三輪車の

４割程度に比べて、自転車と自動車では７～９割と

高くなっている。しかし「大変危険」とする意識だけ

をみると、車いすと電動三輪車、成人自転車、成人

自動車では１割程度であるのに対して、高齢者の自

転車と自動車で２割強と高く、交通手段の利用者が

影響していると考えることができる（有為水準１％）。

　軽いけがをした程度の小さな事故を含めた事故経

験を聞いたところ、５３％の人が事故経験があると回

答している。事故時の自分の利用手段は、７９％が自

動車であり、相手の交通手段も、自動車が７２％と大

半を占める。

　以上のように、交通手段に関わる今回の回答者の

特徴は、一人乗り用超小型自動車のようにほとんど

知らない場合から、知っていても日常的には接する

機会が少ない車いすや電動三輪車、さらに日常的に

接していても自分自身が利用することが少ない交通

手段があること、そして自動車利用時の事故経験が

高いことである。

　４．交通手段の空間共存性

　４－１　２分割道路での利用区分

　交通手段の心理的相性を考察するため、道路空間

制約がない条件下で、歩道系から車道系までの代表

的な九つの交通手段に関して、「並木で２分割され

た十分幅員のある道路のどちら側を通行帯にするか」

を質問した（Fig.2）。このように並木という物理的

な境界を設置することで、交通手段の属性のみに依

存した心理的に相性がよい交通手段と悪い交通手段

を区別できると考えた。集計結果をFig.3に示す。

　歩行者～自転車は歩道系、原動機付自転車～普通

自動車は車道系に大別されるが、注意すべき点は自

転車では３６％が車道系、また現行法では歩行補助具

として歩行者扱いの電動三輪車では１７％が車道系と

なっており、他交通手段とは有為な差が認められ

（有為水準１％）、判断がばらついていることである。

自転車と電動三輪車は、歩道系にも車道系にも分類

できない境界上の交通手段であることがわかる。

　そこで、自転車に関する利用頻度、事故経験、危

険意識との関係を分析したが、有意な差は見られな

かった。しかし、自由意見からは以下のようなこと

が推察できる。

　自転車利用者や自動車運転者の立場からは、「自

転車の車道走行は危険」であり歩道走行を望ましい

と考えるが、歩行者の立場からは「自転車は危険・

邪魔」と考えることになる。しかしほとんどの回答

者は、あるときは歩行者であり、自転車利用者であ

り、自動車利用者であるために判断が難しく、中途

半端な位置づけがなされている。また、自転車利用

者は自らが歩行者に与える恐怖について認識しては

いるが、車道での事故を避けるために歩道を走行す

るのも止むを得ないという意識があり、歩行者の側
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Fig. 2　２分割道路での利用区分質問項目

Fig. 3　２分割道路での通行帯（小学生父母）
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でもそれを許容する意見も見られる。

　以上から、交通手段を大きく２分した場合には、

特に自転車と他交通手段との相性が問題となり、自

転車は歩道系交通手段と車道系交通手段の境界上に

ある交通手段ということができる。これより、自転

車の通行帯という現実問題を考えた場合には、歩道

と車道のどちらを通行帯とするにしても、現状の自

転車の速度や安全性能、マナー等の改善によって他

交通手段との相性を高め、共存性を高めることが必

要と言える。同様のことは、現在は普及度の低い電

動三輪車についても考えられ、今後増加するであろ

う電動三･四輪車と他の交通手段との相性について

も共存性を高める工夫が必要であろう。

　４－２　３分割道路での利用区分

　２分割道路の場合と同じように質問をし、九つの

交通手段を歩道側、中央帯、車道側に配置してもら

った。ここで自転車道とせずに中央帯としたのは、

この中央帯に自転車ではなく原動機付自転車や超小

型自動車を配置してもかまわないことを意図したた

めである。集計結果をFig.4に示す。

　歩行者～車いすは歩道系、電動三輪車～自転車は

中央帯、原動機付自転車～普通自動車は車道系に大

別される。２分割道路の場合に境界手段であった自

転車は、ここでは中央帯に配置さればらつきは見ら

れない。しかし一方で、電動三輪車の７割、原動機

付自転車の４割、一人乗り用超小型自動車の２割が

中央帯に配置され、これら３手段については、他交

通手段と比較してばらつきが大きく有為な差が認め

られ（有為水準１％）、中央帯と歩道あるいは車道と

の間で境界上にある交通手段と言える。

　電動三輪車は道路交通法上では歩行者扱いで、歩

道通行が原則であり、このことは質問時には説明を

加えてあるが、７割の人が自転車と同じ中央帯に区

分している。現段階の人々の意識では、高齢者・障

害者が利用する電動三輪車といえども、歩行者より

むしろ自転車に近い交通手段として判断する人々が

多いことから，電動三輪車を歩行補助具として歩道

上に配置する場合には、その諸元や形状、速度規制、

及び歩行者を追い越すことの是非等、歩道上の他交

通手段との共存性を高める工夫が必要であろう。ま

た人々の意識と現行の法律との間で乖離がみられる

ことに注意が必要と考えられる。

　なお、３－２で述べたとおり、最近１年間に電動

三輪車を利用したことがあると回答した人は一人も

いなかった。また３割強が電動三輪車を「見かけな

い・知らない」と回答しており、電動三輪車はまだ

十分認知されていない交通手段と言える。したがっ

て電動三輪車を「見かけない・知らない」と回答し

ている認知度の低い人が車道側に配置していること

が考えられたが、電動三輪車の認知度と配置には有

為な関連性は認められなかった。　

　原動機付自転車は、２分割道路の自転車の場合と

の類似的な問題が多く、自由意見では「原付に乗っ

て車道を走るのが怖い」「原付のマナー改善を望む」

「自転車道を設置して原付もそのレーンを走行させ

る」などが見られた。現状においては車道を自動車

と共有して走行する規則になっているが、原動機付

自転車の運転者、自動車運転者双方が車道に混在す

ることを問題視していることが自由意見からもわか

る。

　一人乗り用超小型自動車については、電動三輪車

よりもさらに利用度・認知度は低くなるが、形状は

自動車であるが諸元・性能上はかなり原動機付自転

車に近いため、原動機付自転車と同様の問題を持っ

ていると言えよう。

　４－３　４分割以上道路での利用区分

　九つの交通手段について、道路を４分割以上いく

つでも好きなように分割してもらい、道路空間に制

約されない交通手段の相性を分析した。分割割合は

４分割が最も多く５９％、５分割は２４％、３分割は

１２％、６分割以上になると５％以下であった。また、

分割された空間タイプは約１１０種類にもおよぶが、

分割数が５分割以上になると、同一タイプは極端に

少なくなる。実際問題としての道路空間の配分問題

では、沿道へのアクセス交通や交差点処理の問題か

ら分割数を多くすればよいというものではないこと

から、空間共存性を考察するための交通手段の相性

は、せいぜい４分類まで見ておけば十分と考え、上

位２０％を占める４分割道路の三種類の空間分割タイ
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Fig. 4　３分割道路での通行帯（小学生父母）
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プをTable 2に示す。

　この表から、歩行者～自転車と原動機付自転車～

普通自動車で２分割されるが、電動三輪車と自動二

輪がぶれのある境界交通手段になっていることがわ

かり、このため異なる道路分割タイプとなっている。

　４－４　まとめ

　人々の意識から見た交通手段の心理的相性は、概

ねFig.5のようにまとめられる。第一段階は、電動

三輪車・自転車を境界手段として、歩行者～自転車

と電動三輪車～普通自動車の２グループ、第二段階

は、電動三輪車及び原動機付自転車・一人乗り用超

小型自動車を境界手段として、歩行者～電動三輪車、

電動三輪車～一人乗り用超小型自動車、原動機付自

転車～普通自動車の３グループ、第三段階は、電動

三輪車及び自動二輪車を境界手段として、歩行者～

電動三輪車、電動三輪車～自転車、原動機付自転車

～自動二輪車、自動二輪車～普通自動車の４グルー

プとなる。特に電動三輪車は、どの段階でも境界手

段となっている。

　よって、人々の意識から見た心理的相性という観

点から交通手段を分類していく場合に、分類の難し

い境界上の交通手段は、まず自転車と電動三輪車で

あり、次に原動機付自転車と一人乗り用超小型自動

車であり、さらに考える場合には自動二輪というこ

とができる。この結果は現状の交通問題としてその

位置づけが問題となっている交通手段と対応してい

ると思われる。

　そこで、空間共存性に関して心理的相性の高い交

通手段は同じ道路空間に配分することが妥当と考え

れば、空間配分を検討していく際に注意すべき交通

手段は、自転車、電動三輪車、原動機付自転車、一

人乗り用超小型自動車、自動二輪といえる。そして、

このような境界上の交通手段は、どちらの空間に配

分するにしても、具体的な通行帯の配置や車両寸法、

重量、速度、形状等の諸元値やマナーの改善によっ

て、そこにある他交通手段との心理的相性がよくな

るような工夫が必要と考えられる。

　５．交通モードの優先順位

　交通モードの優先順位が確立していない現状では、

具体的な状況によって異なってくると考えられるた

め、すれ違いと追い越しという具体的な状況を想定

した質問によって優先意識を探ることとした。

　５－１　すれ違いからみた優先順位
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Table 2　多分割道路の主要なタイプ
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Fig. 6　すれ違いの質問項目（１対１）



　　具体的な交通状況下での交通モードの優先順位

を把握するために、狭い歩道上でのすれ違い時にど

ちらがよけるべきかを質問した（Fig.6）。ここでは

「歩行者１人が通れる歩道において２人がすれ違う

ときは、どちらかが道の端によけなければなりませ

ん」という状況下で、「どちらのほうがよけるべき

だと思いますか」と質問している。

　この質問から得た回答からTable 3に示す交通モ

ード間の優先関係を得ることができる。例えば、元

気な成人と高齢者運転の電動三輪車がすれ違う時、

８６％の人は元気な成人がよけるべきと回答している

ことを表わしている。さらにこの表から、交通モー

ドの優先順位を示すFig.7が作成できる。車いす高

齢者の優先順位が最も高く、次に杖をつく高齢者で、

最も優先順位が低いのは成人運転の自転車となって

いる。図中では回答割合が７０％未満の優先範囲を横

線で図示しているが、例えば高齢者運転の電動三輪

車をベビーカー親子よりも優先とした回答者は７０％

未満であることを示している。

　この表から、車いす高齢者や杖をつく高齢者の優

先順位が高くなっていることに加えて、高齢者運転

の電動三輪車や自転車の優先順位も子どもや成人よ

り高くなっている点が着目できる。すなわち、優先

順位は交通手段の属性に加えて利用者属性の影響を

受けていることがわかる。しかし隣接した交通モー

ドのうち７割以上の人が同意した（有為水準１％で

有為な優先関係が認められる）優先関係は、｛子ど

も（小２）＞元気な成人＞成人自転車｝と｛杖つく高齢

者＞電動三輪車（高齢者）｝であり、他の隣接交通モ

ードの優先関係は必ずしも多くの人の同意を得てい

るものではないといえる。特に｛電動三輪車（高齢者）

＞自転車（高齢者）＞ベビーカー親子｝は６割以下の

同意しか得られていず（有為水準１０％でも有為な優

先関係が認められない）、優先関係があいまいな交

通モードと言える。現実問題を考えた場合には、高

齢者運転の電動三輪車や自転車の優先順位をどのよ

うに考えていくかは重要な課題と思われる。

　以上から、高齢者優先という意識は十分持ってい

ること、この高齢者優先原則は電動三輪車や自転車

等交通手段利用者にも反映されていること、しかし

交通モードが異なる高齢者がすれ違う場合のように、

この原則を超える範囲に関しての優先関係には曖昧

な部分があることがわかった。

　さらに２人（２台）と１人（１台）のすれ違いに関し

ても同様に質問をした。その結果をFig.8に示す。

隣接した交通モード間の優先関係は６割程度の同意

率であるが、｛車いす高齢者１人＞杖をつく高齢者

１人＞車いす高齢者２人＞杖をつく高齢者２人＞…｝
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Table 3　すれ違い時の優先関係と回答割合（小学生父母）（％）

自転車
（成人）

自転車
（高齢者）

電動三輪車
（高齢者）

車いす
（高齢者）

べビーカー
親子

杖をつく
高齢者元気な成人子ども

（小２）
Ｂ

Ａ

Ａ＜Ｂ　５６．４Ａ＜Ｂ　６９．６Ａ＜Ｂ　９５．６Ａ＜Ｂ　６７．２Ａ＜Ｂ　９５．６Ａ＞Ｂ　９０．７－子ども（小２）

Ａ＞Ｂ　７３．４Ａ＜Ｂ　８０．９Ａ＜Ｂ　８６．３－元気な成人

Ａ＞Ｂ　８１．４Ａ＞Ｂ　７８．９Ａ＜Ｂ　６０．３Ａ＞Ｂ　９４．１－杖をつく高齢者

Ａ＜Ｂ　５９．３Ａ＜Ｂ　６５．７Ａ＜Ｂ　９５．６－べビーカー親子

Ａ＞Ｂ　８９．７Ａ＞Ｂ　８９．７－車いす（高齢者）

Ａ＞Ｂ　５５．４－電動三輪車（高齢者）

－自転車（高齢者）

－自転車（成人）

注）Ａ＞Ｂ→Ａが優先。

自
転
車（
成
人
） 

車
い
す（
高
齢
者
） 

杖
を
つ
く
高
齢
者 

電
動
三
輪
車（
高
齢
者
） 

自
転
車（
高
齢
者
） 

ベ
ビ
ー
カ
ー
親
子 

子
ど
も（
小
２
） 

元
気
な
成
人 60 79 55 59 67 91 73

注１）＞６０：左側のモードを優先させた回答割合（％）。
　２） �回答割合が７０％未満の範囲。
Fig. 7　すれ違い時の優先順位
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注１）①：１人（台）、②：２人（台）。
　２）＞６０：左側のモードを優先させた回答割合（％）。
　３）べビーカー親子、子ども、元気な成人の２人のデータはないた

め図示していない。
Fig. 8　すれ違い時の優先順位（１対２）



となり、２人連れの車いす高齢者や杖をつく高齢者

はすれ違う１人の相手が高齢自転車やベビーカー親

子や子ども等、自分たち二人連れより元気な相手で

あるならば、２人であってもよける必要はなく優先

的に道を通行してよいとされる傾向が見られたこと

が着目できる点である。

　５－２　追い越しから見た優先順位

「歩行者１人が通れる幅の歩道において、後ろの利

用者Ｂが前の利用者Ａを追い越そうとしている時、

ＡとＢはそれぞれどのようにすればよいと思うか」

という質問をした。選択肢は「Ａがよける」「Ａはよ

ける必要がなくＢが追い越せる場所まで待つ」「両

方が少しずつよけあう」の三つである。ここでは同

じ交通モードでもスピードによる条件付けをして、

より現実に近い追い越しの４パターンを想定した。

追い越しの４パターン毎の優先意識をFig.9に示す。

各パターン毎に最も多い回答を見てみると、［パタ

ーン１：成人歩行者と成人自転車］では「両方が少

しずつよけあう」が６割程度、［パターン２：成人

歩行者と電動三輪車］では「成人歩行者がよける」

が５割程度、［パターン３：車いす高齢者と成人歩行

者］では「成人歩行者が追い越せる場所まで待つ」

が６割程度、［パターン４：車いす高齢者と高齢者

電動三輪車］では「電動三輪車が追い越せる場所ま

で待つ」が５割程度であった。これより追い越しの

優先関係はTable 4のようになり、その結果、優先

順位は概ね｛遅いスピードの車

いす高齢者＞歩きより速い高齢

者の電動三輪車＞普通のスピー

ドの成人歩行者≒普通のスピー

ドの成人自転車｝となる。ここ

で着目すべきは、最も優先順位

が高い車いす高齢者の次に歩き

より速い高齢者の電動三輪車が

きていることであり、すれ違い

の場合と同様に、高齢者優先意識には、電動三輪車

という交通手段を利用した高齢者も含まれていると

いう点である。

　６．まとめ

　小学生父母を対象とした意識データを用いて、交

通モードの共存性という観点から分析した結果、調

査対象者やサンプル数は限定されているが、水戸市

の小学生父母を対象とした今回の意識調査データか

らは以下の知見が得られた。

�道路通行帯の利用区分に着目して人々の意識から

交通モードの心理的相性を分析した結果、分類の

難しい境界上の交通手段があることがわかった。

まず歩道系交通手段と車道系交通手段の境界上に

ある自転車と電動三輪車であり、次に自転車道系

と車道系の境界上にある原動機付自転車と一人乗

り用超小型自動車である。このような境界上の交

通手段は、通行帯の配置や、車両寸法や重量、速

度、形状等の諸元値とマナーの改善によって、そ

こにある他交通手段との相性がよくなるような工

夫が必要と考えられる。

�すれ違いの分析結果から、歩道系交通モードの交

通優先順位は、車いす、杖をつく高齢者、電動三

輪車、高齢者自転車、ベビーカー親子、子ども、

元気な成人、成人自転車となった。このうち電動

三輪車と高齢者自転車の順位、高齢者自転車とベ
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Fig. 9　パターン別追い越しの優先順位

Table 4　追い越しの優先順位のまとめ

B　追い越すA　追い越される

普通のスピードの成人自転車≒普通のスピードの成人歩行者パターン１

歩きより速い高齢者の電動三輪車＜普通のスピードの成人歩行者パターン２

普通のスピードの成人歩行者＞遅いスピードの車いす高齢者パターン３

歩きより速い高齢者の電動三輪車＞遅いスピードの車いす高齢者パターン４



ビーカー親子の順位についての差は小さく、判断

がばらつく交通モードであると言える。全体的に

見ると高齢者優先という意識は十分持っているこ

と、この高齢者優先原則は電動三輪車や自転車等

交通手段利用者にも反映されていること、しかし

交通モードが異なる交通弱者がすれ違う場合のよ

うに、この原則を超える範囲に関しての優先関係

には曖昧な部分があると言える。

�四つの歩行系交通モードの追い越しを分析した結

果、優先順位は、遅いスピードの車いす高齢者、

歩きより速い高齢者の電動三輪車、普通のスピー

ドの成人歩行者、普通のスピードの成人自転車と

なった。ここでは最も優先順位が高い車いす高齢

者の次に歩きより速い高齢者の電動三輪車がきて

おり、すれ違いの場合と同様に、高齢者優先意識

には電動三輪車という交通手段を利用した高齢者

も含まれている。

　本研究では、人々の共存意識や交通優先権に関し

て表象的な側面を把握したにすぎず、その要因やメ

カニズムは研究対象としていない。また人々の意識

面から道路空間配分や交通規則、マナーを直接導出

することを意図してはいない。本研究は、交通マナ

ーの確立が重要課題となっている今日、新たな原理

に基づく交通規範を確立していくための基礎資料と

考えている。
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